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事業の区分 Ⅵ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業 

事業名 【NO.47】 

地域医療勤務環境改善体制整備事業 
 

【総事業費】 

79,753千円 

事業の対象となる区域 千葉・東葛南部・東葛北部・印旛・香取海匝・山武長生夷隅・安房・君

津・市原 

事業の実施主体 医療機関 

事業の期間 令和３年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニーズ 医師に対する時間外労働の上限規制の適用開始までの間に、地域での医

療提供体制を確保しつつ、医師の労働時間短縮を進めていく必要がある。 

アウトカム指標： 

客観的な労働時間管理方法により医師の労働時間を把握している病院数 

235病院（令和５年３月）→290病院（令和５年度） 

事業の内容（当初計画） 地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっている

医療機関が行う、医師の労働時間短縮に向けた取組を支援する。 

アウトプット指標（当初の目

標値） 

地域医療勤務環境改善体制整備事業に取り組む施設数 

６施設（令和５年度） 

アウトプット指標（達成値） 地域医療勤務環境改善体制整備事業に取り組む施設数 

４施設（令和５年度） 

【未達成の原因等】 

交付申請時に辞退した施設があったため。 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

客観的な労働時間管理方法により医師の労働時間を把握している病院数 

251病院（令和６年３月時点） 

【未達成の原因等】 

客観的な労働時間管理方法により医師の労働時間を把握している病院数

は増加しており、医療勤務環境改善支援センターによる支援が一定の成

果に繋がったと思料されるが、調査未回答の医療機関もあり、目標は達

成できなかった。 
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引き続き、各医療機関の状況把握に努めるとともに、勤務医の時間外・

休日労働時間の上限規制の適用が開始されたことも踏まえ、更なる労働

時間の短縮を図るため、医療勤務環境改善支援センターによる支援を継

続していく。 

（１）事業の有効性 

各医療機関において多職種による協議を踏まえて策定した労働時間短縮

計画に基づき実施する総合的な取組への直接的な支援であり、勤務医の

労働時間短縮に効果的と考える。 

（２）事業の効率性 

労働時間短縮計画について、最低年1回は見直しをすることとしており、

本事業においては、直近の課題に対して、計画的・効率的に働き掛けを

することが可能である。 

その他 R3基金執行額：63,394千円 

 

事業の区分 Ⅴ 介護従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.76】 

市民後見推進事業 
 

【総事業費】 

45,595千円 

事業の対象となる区域 千葉・東葛南部・東葛北部・印旛・香取海匝、山武長生夷隅・安房・君

津・市原 

事業の実施主体 市町村 

事業の期間 令和３年４月１日～令和６年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニーズ 認知症高齢者等の増加が見込まれる中、認知症高齢者等がその判断能力

に応じて必要な介護や生活支援サービスを受けながら日常生活を過ごす

ことができるようにすることが重要であるため、認知症高齢者等の権利

擁護に携わる人材を確保する必要がある。 

アウトカム指標 市民後見人の選任数の増加 

14名（令和元年度）→増加（令和5年） 

事業の内容（当初計画） 認知症の人の生活を地域で支える体制づくりのため、市町村において、

市民後見人養成研修の実施等、市民後見人を確保できる体制を整備する

とともに、地域における市民後見人の活動を推進する事業を実施する。 
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アウトプット指標（当初の目

標値） 

市民後見推進事業実施市数17市（令和5年度） 

アウトプット指標（達成値） 市民後見推進事業実施市数17市（令和5年度） 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標： 

市民後見人の選任数の増加 

（１）事業の有効性 
市民後見人養成を目的とした研修を実施することで、専門職以外の市民

後見人の増加に寄与する。 
（２）事業の効率性 
市民後見人は市町村が確保するため、市町村に対し研修会開催費用等を

支援することで、効果的に市町村事業である市民後見推進事業が実施で

きた。 

その他 R3基金執行額：34,196千円 

 


